別紙４
誓約書兼同意書

栗東市長　あて

私及び私の所属する法人は、下記事項について誓約します。
また、この誓約事項の真偽を調査するために必要な場合には、栗東市が本誓約書兼同意書を警察に提供し、調査することに同意します。

記

(１)　社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定する社会福祉法人又は私立学校法（昭和24年法律第270号）第３条に規定する学校法人であること。 
(２)　令和８年４月１日時点において、認定こども園、認可保育所又は幼稚園（以下「認定こども園等」という。）の良好な運営実績が３年以上あること。ただし、法人の代表者及び役員（それぞれ就任予定者を含む。）の認定こども園等における勤務経験等、同等の資質を有すると認められる事業者も可とする。
　　　また、認定こども園等を滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、三重県、福井県又は岐阜県内に有していること。
(３)　応募する法人又は法人が運営する施設について、過去３年間において、法令に基づく改善命令、事業停止又は業務停止等の処分を受けていないこと。また、直近３年間に実施された所管庁の指導監査、実施指導等において、重大な文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を受けた場合であっても、適正な改善報告がなされている場合はこの限りではない。 
(４)　事業を遂行できる十分な資力、信用、知識、技術、意欲等を有し、継続的に安定した施設運営が行えること。 
(５)　事業を実施するために必要な経済的基礎として、認定こども園の年間事業費の12分の１以上に相当する資金を、普通預金、当座預金等により有していること。
(６)　資金計画及び事業計画が確実であり、施設整備等に要する自己資金に係る負担が確実に行えること。 
(７)　他事業を行っている場合、直近の会計年度において、認定こども園等を経営する事業以外の事業を含む当該主体の全体の財務内容について、３年以上連続して損失を計上していないこと。
(８)　施設の設置及び運営を自ら実施する事業者であり、令和10年４月１日に開園すること。 
(９)　本市が作成する「すくすく育つりっとう子 保育教育全体計画」（令和２年３月策定）等に基づく教育・保育を理解し、運営において積極的に協力すること。
(10)　法人及び法人の代表者は、応募時点において認定こども園法第17条第２項各号に該当しないこと。 
(11)　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。
(12)　破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の決定、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てその他これらに準ずる手続開始の申立てをしていないこと。
(13)　法人及び法人の代表者（就任予定者を含む。）は国税及び地方税を滞納していないこと。 
(14)　法人、法人の代表者及び役員（それぞれ就任予定者を含む。）は、次のアからキまでのいずれにも該当する者でないこと。 
ア　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。イにおいて「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
イ　暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
ウ　自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
エ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
オ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ　上記アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
キ　上記イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人 
(15)　法人の代表者及び役員（それぞれ就任予定者を含む。）は、児童福祉法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成11年法律第52号）等の規定により、罰金以上の刑に処されたことがないこと。


　　　　令和　　年　　月　　日

法 人 名                               　          

代表者名                                         ㊞






